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文化財調査(中間報告)について 

 

１、生振勢至観音堂について 

  生振勢至観音堂(おやふるせいしかんのんどう)は、石狩市生振 348-7 に所在する寺院で、本尊は

勢至観音、創立は 1922(大正 11)年である。 

1922(大正 11)年の 4 月 27 日に生振で農業を営んでいた中田伊佐次郎(なかたいさじろう)とそ

の父庄次郎の夢枕に勢至観音合力佛(一佛)が立った。これ以来、伊佐次郎は霊感をもって眼病・結

核等万病を治し、話を伝え聞いて道内のみならず樺太からも治療(祈祷)を望む人々が訪れ、境内に

2 軒の宿泊施設が建てられるほどであった。現本堂は 1931(昭和 6)年に再建され、その時に伊佐次

郎の木像も作られた。伊佐次郎は戦後間もなく他界したが、全道に 30 をこえる観音講が設立され

ており、現在も信者が少なくないことから、伊佐次郎の孫である中田守氏により 4 月 27 日、8 月

27 日にお祭りが行われている。 

本堂には「開基聖人中田伊佐次郎木像」があり、中田氏の自宅には「馬の絵馬」が保存されてい

る。 

 

2、開基聖人中田伊佐次郎木像 

 (1)概 要： 

1949(昭和 24)年に開眼式を行った開基聖人中

田伊佐次郎の木像。和装で正座した中田伊佐次

郎が写実的に表現されている。木造の製作は、二

代目高村晴雲である。木像の製作にあたっては、

当時北海道栗山町にいた高村光太郎*1（初代高村

東雲*2の甥）に相談し、二代目高村晴雲に依頼し

たとされる。この二代目高村晴雲は、幕末の名仏

師として知られる高村東雲から五代目にあた

る。 

 なお初代晴雲(東雲から三代目)の製作した観

音像は登別市指定文化財に指定されている。 

※文献資料に基づく調査のため、今後の追加調査によって更新されることが考

えられます。 

  

＊1 高村光太郎：1883(明治 16)～1956(昭和 31)。詩人、彫刻家。彫刻と洋画を  

学ぶ一方、短歌を発表した。『道程』『智恵子抄』ほか。 

＊2 初代高村東雲：幕末から明治初期に活躍した仏師。 

 

参考文献 

国立国会図書館 近代日本時の肖像 高村光太郎 https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/6254/ 

高村東雲系図 
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(2)まとめ 

 本木像を市指定文化財候補とするうえで検討すべき点が 3 点存在する。 

 ① 木像の対象 

1 点目は、木像として残されている人物が生振勢至観音堂の開基聖人中田伊佐次郎という点

である。人物を扱った像が文化財として扱われることは、決して珍しいことではない。しか

し、人物が所属した集団や組織、宗教を文化財としての価値と結びつけることには慎重な態度

が求められる。既に述べたように、生振勢至観音は既存の神道・仏教から創立された訳ではな

く、この地域で発祥し、現代まで続いている「民間信仰（新興宗教）」に該当する。検討対象と

なっている木像は、「民間信仰」の開祖がどのような霊的な影響力を持っていたかということで

はなく、あくまでも 1920 年代の北海道の石狩の生振という農村で生まれた地域信仰に関わる

民俗・歴史資料としての価値を検討すべきであろう。 

② 製作者 

2 点目は、仏師として名の知られる高村東雲の系譜にある高村光太郎と二代目晴雲が製作に携

わったとされる点である。同門の三代目東雲の観音像は登別市で美術工芸品として市指定文化

財となっており、本像についても彫刻家・詩人等で知られる高村光太郎が関わったとされる。そ

の経緯には不詳となっている点がいくつかあり、確認が必要である。その上で、このような高村

東雲一門の関りが、本像の市指定文化財指定に関わるかどうか美術工芸史の観点から専門家の

評価が望まれる。 

③ 美術工芸品としての価値 

もっとも重要な木造の美術工芸品としての価値である。名工と呼ばれる物資を輩出した高村

一門に連なる晴雲の作であるとしても、美術工芸の面で果たしてどのような評価がなされるも

のなのか。これも専門家による評価が必要となる。 

 

 

3、馬の絵馬(写真別紙) 

 (1)名 称：絵馬および写真 

 (2)点 数：(絵馬)馬 180 点、牛 7 点、額入りの馬 1 点 

      (写真)馬 58 点、牛 1 点、猫 1 点、狸 1 点  等 

 (3)内 訳：(地域)空知 34 点、網走 28 点、十勝 24 点、石狩 20 点、上川 132 点、他道内全域 

 (4)概 要： 

   奉納者(動物等の飼い主)によって描かれたと思われる絵馬。 

   中田伊佐次郎（生振勢至観音）に対してけがや病気からの回復祈願、あるいは祈願のお礼とし

て奉納されたもの。動物の絵に加え「奉納」や馬の特徴(栗毛などの毛の特徴)や年齢、奉納者、

日付等が記載されている。 
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(5)まとめ： 

  神社などに願いを込めた絵馬を奉納することは、広く行われている習俗であるが、対象を描いた

絵馬を通じてその病気、ケガの回復を祈願するというのはあまり例が無い。中田伊佐次郎が創始し

た地域信仰（新興宗教）の特徴のひとつと言える。 

その背景には、明治から昭和 30 年代までの機械化以前の農業において、牛馬の力に依存する割

合が非常に大きく、牛馬の回復は人々にとって生活を支える基盤であったことが考えられる。その

中で、家畜の平癒を願う絵馬が石狩管内のみならず道内各地、遠い地域では樺太からも奉納されて

いることからは、中田伊佐次郎に対する期待と馬を中心とする家畜の重要性の大きさが推測でき

る。 

これらの絵馬については、専門的な美術教育を受けていない、いわば農業を営むふつうの人々に

よって描かれたものである。そのため検討すべきは、美術工芸品としての価値ではなく、これらが

生振勢至観音堂に奉納された経緯と心象、そして当時の人々の生活の背景を反映する歴史・民俗資

料としての価値であると考えられる。 

これらの絵馬は、石狩市だけでなく北海道でとして生振勢至観音堂が人々の生活の中で大きな

影響力を持っていたことを示しており、当時の地域信仰(新興宗教)の特性を表す資料として検討に

値すると考える。また、当時の農家にとって家畜、特に馬が非常に重要な存在であったことを示す

資料としても注目される。 

 

参考文献  

中田 守 2019 『生振勢至観音堂沿革誌 1922-2019』 (非売品) 

※写真等はすべて上記資料より引用 

 


